
平成21年２月

滋賀県議会乍何I：議会定例会 議案

(その６）

、
⑨

－－－￣￣￣￣￣￣－－－－－－－－－－－－－－



Ｐ～

目 次

頁
議第127号損害賠償請求事件に係る控訴の提起につき議決を求めることについて………..…１



1
議
第
Ⅲ
号
損
害
賠
償
請
求
事
件
に
係
る
控
訴
の
提
起
に
一
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

Ｉ
Ⅱ

議第127号

損害賠償請求事件に係る控訴の提起につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成21年３月12日

滋賀県知事嘉 田由紀子

損害賠償請求事件に係る控訴の提起につき議決を求めることについて

滋賀県は、原審大津地方裁判所平成18年（ワ）第347号、損害賠償請求事件の判決に対し、次

のとおり控訴を提起することにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第12号の

規定に基づきざ=議決を求める６

１被控訴人となるべき者（原告）の住所、氏名

朝■■閲面冨

■■■蘭展

２控訴の要旨

平成21年２月26日に言い渡された原審判決は、控訴人敗訴部分につき不服であるから

（１）原判決のうち控訴人敗訴部分を取り消す。

（２）被控訴人らの控訴人に対する請求を棄却する。

（３）訴訟費用は、第一審、第二審とも被控訴人らの負担とする。

との判決を求めて控訴を提起する。

３訴訟遂行の方針

控訴審判決の結果必要がある場合は、上告するものとする。
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